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1. はじめに 

本連載では、「原則主義」であるIFRSを適用する際に、基準書には詳細なガイダンスがない

ため判断に迷うようなケースについて解説してきました。第18回となる今回は、投資不動産

の識別及び振替えに関する論点について取り上げます。 

なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、当法人の見解については随時見直し

が行われる可能性があります。 

 

2. 投資不動産とは 

(1) 投資不動産の定義 

IFRSでは、IAS40号「投資不動産」が、投資不動産の識別及び会計処理に関する包括的な基

準となっています。IAS40号は、投資不動産を「賃貸収益または資本増価またはその両方を

得ることを目的として、所有者（またはファイナンス・リースの借手）が保有する不動産」と定

義しています。ただし、以下の項目を除きます（IAS40号5項）。 

① 財またはサービスの生産または供給、あるいは経営管理目的のために使用される不動

産（自己使用不動産） 

② 通常の営業過程において販売される不動産（販売用不動産） 

①の自己使用不動産は、IAS16号「有形固定資産」に基づいて有形固定資産に分類し、②の

販売用不動産は、IAS2号「棚卸資産」に基づいて棚卸資産に分類します。 

投資不動産を前述の定義のみで判断することは容易でない場合があるため、IAS40号は、以

下の様な投資不動産の例を示しています。 

 長期的な資本増価のために保有する土地 

 企業が所有（またはファイナンス・リースの借手として保有）し、オペレーティング・リース

によりリースされている建物 

 将来の用途を未定のまま保有する土地 

(2) 投資不動産の識別の重要性 

IAS40号の適用にあたって最も重要なのは、企業が保有する不動産が投資不動産に該当す

るか否かを判断することです。投資不動産と判断した場合には、当初認識後に公正価値で
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測定する（公正価値モデル）か、または原価で測定し公正価値を開示する（原価モデル）こと

が要求されます。したがって、不動産を棚卸資産、有形固定資産、投資不動産のいずれに分

類するかにより、測定方法が大きく異なる可能性があります。なお、IFRSを適用している海外

の不動産会社や不動産ファンドでは、9割以上が公正価値モデルを採用していると言われて

います。 

(3) 日本基準での取扱い 

日本基準では、「賃貸等不動産」に該当する不動産について時価の開示のみが特別に規定

されており、認識・測定及び表示については一般に有形固定資産に関する規定が適用され

ます。日本基準上の「賃貸等不動産」は、IFRSの「投資不動産」に類似する概念ですが、両

者の範囲は一部異なります。 

 

3. 棚卸資産と投資不動産の分類 

前述2．（1）「投資不動産の定義」に記載のとおり、通常の営業過程における販売目的で保有、

建設または開発している不動産は棚卸資産に分類されます。IAS40号は、「短期間」で売却

することを目的として保有する土地（＝棚卸資産）、「近い将来」に処分することを前提として

開発し再販売する目的で取得した不動産（＝棚卸資産）及び「長期的」な資本増価を期待し

て保有する土地（＝投資不動産）等を例に挙げて説明していますが（IAS40号8（a）項、9（a）

項）、「長期的」、「短期間」及び「近い将来」について定義していません。 

当法人は、不動産の分類において最も重要なのは、不動産に対する企業のビジネスモデル

であると考えます。すなわち、不動産の保有期間（短期か長期か）は「明確な数値基準」では

なく、企業のビジネスモデルに照らして検討します。したがって、不動産の販売を本業とする

企業の場合、通常の営業過程の中で販売する意図のある不動産は棚卸資産に分類しま

す。 

例えば、建設会社Ｆが、完成後に販売する居住用建物を建設する目的で更地を購入したとし

ます。この土地は販売目的で保有しているため、開発中及び建物の建設中においても、原

則として棚卸資産として分類します。他方、更地を取得したものの、その土地の将来の用途

が未定の場合は、投資不動産として分類します。 

【図表1】複数用途の不動産の分類 
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4. 複数用途の不動産 

(1) 複数用途の不動産の分類 

不動産の一部を自社の活動のために使用し、残りの部分を賃貸するなど、不動産を複数の用

途で使用するケースにおいては、不動産の分類方法が論点となります。このようなケースで、

分割して売却すること、またはファイナンス・リースとしてリースすることが可能な場合（以下、

売却可能な場合）、企業は当該不動産を用途ごとに分けて会計処理します。不動産を分割し

て売却することができない場合は、自己使用目的で保有している部分の重要性が低い場合に

限り、当該不動産全体を投資不動産に分類します（IAS40号10項）。 

(2) 分割して売却可能か否かの判断 

IAS40号には、分割して売却可能か否かを判断するための詳細なガイダンスは設けられてい

ません。当法人は、複数のフロアを有する建物についてフロアごとにその用途が区切られて

いる場合には、分割して売却できるケースが多いと考えます。その場合、賃貸部分を区分し

て投資不動産に分類します（設例1-1）。 

【設例1-1】フロアごとに用途が異なる場合 

M社は12階建ての建物を所有している。2フロアを自社のオフィスとして使用し、残りの10フ

ロアをテナントにオペレーティング・リースにより賃貸している。M社は2フロアの所有権を維

持したまま、残りの10フロアを売却することができる。 

この場合、M社が2フロアの所有権を残したまま、残りの10フロアを売却することができるため、

M社は当該10フロアを投資不動産として分類します。 

一方、フロアの一部分のみを賃貸するケースもあります（設例1-2）。 

【設例1-2】フロアの一部を賃貸している場合 

N社は工場を所有している。N社は工場のフロアの一部を、Q社に賃貸している。 

当法人の見解では、フロアの一区画のみを賃貸している場合は、一般的に、その区画のみ

を分割して売却することができず、その部分を区分して投資不動産とすることが難しいケース

が多いと考えます。 

なお、不動産を分割して売却することが法的に可能であっても、国によっては、事前に許認

可が求められる場合があります。このような場合、当法人の見解では、法律上の手続が形式

的なものであり、当局の審査で否認される可能性がほぼないようなケースでは、企業は不動

産を分割して売却可能であると考えます。 

日本基準では、管理会計上の区分方法その他の合理的な方法により区分して賃貸等不動

産として開示することが求められるため、判断が相違する可能性があります。 

(3) 分割して売却できない場合の会計処理 

上述のとおり、不動産の一部を分割して売却することができない場合は、自己使用目的で保

有している部分の重要性が低い場合に限り、当該不動産全体を投資不動産に分類します

（IAS40号10項）。自己使用目的で保有している部分の重要性が低くない場合は、不動産全

体を有形固定資産に分類します。 

一方、日本基準においては、管理会計上の区分方法その他の合理的な方法を用いることか

ら、原則として区分することが可能であると考えられます。ただし、賃貸等不動産部分の割合

が低い場合には、賃貸等不動産に含めないことができます。また、時価または損益を把握す

ることが困難な場合は、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産を区分せず、全体

を注記の対象とすることもできます。 
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5. 付随的サービス 

(1) 自社で付随的サービスを提供する場合 

不動産の保有者（貸手）が、不動産の借手に付随的なサービスを提供するケースがあります。

付随的サービスが取引全体において相対的に重要な場合は、企業の通常の営業活動の一環

であると考えられ、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理を目的として保有する不動

産と同様に有形固定資産に分類します。これに対し、付随的サービスの重要性が低い場合に

は、投資不動産に分類します。このため、付随的サービスの重要性を判断することが重要とな

ります。 

IAS40号は、付随的サービスを提供している不動産について、次の2つの例を示しています。 

① ビルの所有者がビルの借手に対して提供するサービスが、セキュリティやメンテナンス等、

取引全体の中で重要性が低い場合には、投資不動産に分類する（IAS40号11項）。 

② 企業がホテルを所有し運営する場合等、顧客に対するサービスが取引全体の中で重要と

なる場合には、所有者が運営するホテルは自己使用不動産に分類する（IAS40号12項）。 

基準で示されている例示は比較的判断が容易な例であり、①と②の中間にある不動産（例：

サービス付の賃貸住宅やビジネスセンター）については、契約の実態がいずれにより近いか

を、個々の状況に応じて判断する必要があります。 

(2) 第三者が付随的サービスを提供する場合 

賃貸借契約に付随するサービスの提供を第三者に委託している場合は、そのサービスの主

体がいずれにあるかを検討します。IAS40号は、ホテルの所有者が一部のサービスを第三者

に委託しているケースを取り上げています。この場合、①ホテル経営の主体が第三者であり、

不動産の所有者は実質的に第三者に不動産を提供しているのみであるのか、または②所有

者がホテル経営の主体である（第三者に委託しているのはホテルの日常的な維持管理業務

のみである）かの判断が必要となります。①の場合は投資不動産に該当し、②の場合は有

形固定資産に該当すると考えられます。 

当法人は、サービスの主体がいずれにあるかを判断する際のポイントは、誰が重要な「経営

リスク」を負っているかであると考えます。不動産の所有者が、不動産を使用して行う事業の

重要な「経営リスク」を負っている場合は、経営の主体が所有者であり、所有者が自身の営

業活動の中で不動産を使用していると考えられるため、当該不動産は有形固定資産に分類

されます。 

重要な「経営リスク」の有無を判断する際には、所有者が不動産を利用して得られるキャッ

シュフローの重要な変動リスクを直接負っているか、または第三者と共有しているかを検討し

ます。図表2は、不動産の所有者が経営リスクを負っているか否かを考慮する際に検討すべ

き事項の例示と、その判断の指標を示すものです。ここに記載されている例示に該当する場

合は、不動産の所有者が経営リスクを負っており、当該不動産が投資不動産に該当する可

能性は少ないと考えられます。 
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【図表2】不動産の所有者が経営リスクを負っている（有形固定資産と判断される）ケースの

例示 

重要な経営上、財務上の決定権 

所有者が、次のような経営上、財政上の重要な決定権を有している  

 不動産の経営に係る従業員の雇用、報酬、従業員数  

 営業時間  

 契約条項  

 提供する商品・サービスの内容 

所有者が受け取るリターン 

不動産を利用して得られた利益等の一定割合（重要性が無い場合を除く）を所有者が直接

受け取っている 

所有者の影響力 

通常の家主とテナントの関係から予想されるレベルと比較して、所有者が管理契約に基づい

て行使する影響力が大きい 

ただし、所有者が重要な経営リスクを負っているか否かの判断は、契約内容を含む事実及

び状況を勘案して総合的に判断する必要があると考えられます。 

(3) 日本基準での取扱い 

日本基準では、重要性を判断することは実務上容易ではないと考えられること、また、賃貸

等不動産に関する会計基準は注記の対象を規定することを目的としていることから、付随的

なサービスの重要性を問わず、賃貸されている不動産は原則としてすべて時価開示の対象

とされます。なお、ホテルやゴルフ場等の不動産を所有し自ら運営している場合は、賃貸等

不動産に含まれませんが、第三者に賃貸し当該第三者が運営している場合は、賃貸等不動

産に含まれます。 

 

6. 振替え 

IAS40号の下では、投資不動産からの（または投資不動産への）振替えは、用途変更を客観

的に証明できるケースにおいてのみ行います（IAS40号57-58項）。上述のように、取得時に

不動産を分類する際は企業のビジネスモデルが重要であると当法人では考えていますが、

その後の振替えは、企業の意図の変更ではなく用途の変更の事実に基づいて行います。

IAS40号には、用途の変更の証拠として、図表3のような例が挙げられています。 

【図表3】用途変更の証拠 

振替前 振替後 用途変更の証拠 

投資不動産 有形固定資産 自己使用の開始 

投資不動産 棚卸資産 販売計画を伴う開発の開始 

有形固定資産 投資不動産 自己使用の終了 

棚卸資産 投資不動産 他者へのオペレーティング・リースの開始 

ただし、当法人の見解では、棚卸資産から投資不動産への振替えに関して、他者へのオペ

レーティング・リースの開始の事実のみが判断の基準になるのではなく、以下のような事実も

考慮する必要があります。 
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 オペレーティング・リースを開始しても振り替えないケース 

棚卸資産として分類している不動産を、買手が現れるまで一時的に賃貸したとしても、

企業がその不動産を引き続き通常の営業過程において販売することを目的として保有

している場合は、投資不動産への振替えは行わないと考えられます。 

 オペレーティング・リースの開始以外の事実により、振替えの検討を要するケース 

不動産市場の悪化等により、棚卸資産として分類している不動産を開発する意図また

は能力を企業が持たなくなった場合には、投資不動産への振替えの検討を要すると考

えられます。 

 

おわりに 

本稿では、投資不動産の識別及び振替えにあたり、実務上判断を要する論点について、当

法人の判断の指針及び例示を紹介しました。 

投資不動産の識別及び振替えにおいては、適用上の問題となり得る多くの論点があります。

IAS40号は、投資不動産の識別には判断が必要であることを認めており、首尾一貫した判断

が可能となるよう社内の判断基準を設定すること、分類が困難な場合にその判断基準を

開示することを求めています（IAS40号14項、75項（c））。本稿が実務のご参考となれば幸

いです。 

 

 

 

www.azsa.or.jp/ifrs 
 
この「IFRSにおける適用上の論点 第

18回  IAS40号「投資不動産」の識別

及び振替え」は、『週刊経営財務』

3135号（2013年10月21日）に掲載した

ものです。発行所である税務研究会

の許可を得て、あずさ監査法人が

ウェブサイトに掲載しているものです

ので、他への転載・転用はご遠慮くだ

さい。  
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